
第７４回千葉県大店立地審議会報告資料          報 告 案 件 一 覧 表（既存店の変更届出等） 

 

No 届出日 店舗の名称 
（市町村名） 小売業者 変更事項 変更日 市町村 

意見 
住民 
意見 県意見 

 
１ 
 

21.3.23 （仮称）東武ストアー佐倉石川店

（佐倉市） ㈱東武ストアー
店舗面積の減 

(2,008 ㎡→1,485 ㎡)ほか 
21.3.24 
21.11.24 なし なし なし 

21.9.3 

         

         

         

         

        
 

         

         

         

 



報告案件 １          変更事項届出の概要（法附則第５条第１項）         （第７４回大規模小売店舗立地審議会） 
 
第１ 報告案件の概要                                              ＜届出概要＞ 
１ 大規模小売店舗の名称  （仮称）東武ストア佐倉石川店 

１ 店舗面積：１，４８５㎡ 

２ 駐車場の収容台数：１２９台 

３ 駐輪場の収容台数：５８台 

４ 荷さばき施設の面積：８４㎡ 

５ 廃棄物等の保管施設の容量：１０㎥ 

６ 開店時刻：午前９時 

閉店時刻：午前９時 

７ 駐車場利用可能時間帯： 

午前８時４５分～翌午前８時４５分 

８ 駐車場の出入口の数：２か所 

９ 荷さばき可能時間帯： 

午前４時～翌午前２時 

２ 所在地         佐倉市石川５７５番１ほか 
３ 建物設置者       株式会社東武ストア 代表取締役 玉置富貴雄 
４ 小売業者名       株式会社東武ストア（業種：スーパー） 
５ 変更しようとする事項 
（１）大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

    （変更前）２，００８㎡  （変更後）１，４８５㎡ 
（２）閉店時刻 

（変更前）午後８時    （変更後）午前９時 
 （３）来客が駐車場を利用することができる時間帯 
    （変更前）午前８時４５分から午後８時１５分 
    （変更後）午前８時４５分から翌午前８時４５分 
 ６ 変更年月日 
    （１）については、平成２１年１１月２４日 
    （２），（３）については、平成２１年３月２４日 

７ 処理経過 
（１）届出日       平成２１年３月２３日 
（２）公告縦覧期間    平成２１年４月７日～平成２１年８月７日 
（３）説明会       平成２１年５月２日 
８ 市町村・住民等の意見 
（１）佐倉市の意見   なし 
（２）住民等の意見   なし 

第２ 県の意見 

  「意見なし」  平成２１年９月３日通知 
  ＜理由＞ 

（１）この届出は、営業時間の延長等、夜間の時間帯にかかる延長を伴う変更であり、来客車両走行音が原因で保全対象側で夜間最大値が基準を超過する地点が

あるが、保全対象予測地点において基準以下、または現況の騒音レベルのほうが大きく生活環境に与える騒音の影響は軽微であると認められる。 
（２）法第８条第１項に基づく佐倉市の意見及び同条第２項に基づく住民等の意見がなかったこと。 
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